
 

 

 
 

 

 

 

         本部  （選挙管理委員より選出され、任期は総会から 1 年） 

＊会長/１名 ・・・ PTA の代表・会をまとめるリーダー・外部の会議への出席など 

＊副会長/３名 ・・・ 学校内のまとめ役・各委員との連絡・会長補佐・会議の司会など 

役員       ＊書記/２名 ・・・ 各手紙の作成と配布・各会議資料の作成・役員会だよりの作成など 

＊会計/２名 ・・・ PTA 会費の集金集計・帳簿付け・現金管理など会計業務など 

※ 本部役員を 2 年以上経験する場合、未就学のお子様分の役員委員経験扱いになります。（令和 6 年度より） 

※ 本部役員を２回経験した場合、校区子ども会育成会役員の経験扱いになります。（令和 2 年より） 

＊会計監査/２名 ・・・ 会計監査をして総会へ報告など（本部役員経験者より選出） 

 

  学年委員  （各学年から６名ずつ選出され、任期は 1 年）   

＊学年委員長/各学年 1 名・・・ 学年全体の取りまとめ・学年の活動の統括など 

＊広報担当/10 名 ・・・ 広報誌「きたの」年間２号の配信作業（取材・写真撮影・記事作成）など 

＊運動会・美化担当/２０名 ・・・ 運動会・校内除草等イベントの協力など 

 地域委員  （各地域から 8 名選出され、任期は 1 年） 

委員          ・８つの区域に分かれ、パトロール・登校班管理・地域の方との協力など 

   卒業対策委員  （６年生保護者より６名以上選出） 

              ・卒業に向けて、記念品や行事の準備など 

          選挙管理委員  (６年生保護者より５名以上選出）    

 ・次年度の本部役員候補選出に関する作業など 

◎ お子さま１名につき１回、役員か委員をお引き受けいただきますようお願いいたします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

≪北野小学校が携わっている他の団体≫ 

☆家庭学級ひまわり…ひまわり学級役員の方は、PTA 役員・委員（1 回）経験扱いになります。（令和 2 年度より） 

☆子ども会育成会…育成会役員２回経験のかたは PTA 役員・委員（1 回）経験扱いになります。（令和 2 年度より） 

☆ねこの手貸し隊…子供たちへの読み聞かせや、花壇の整備などを行っていただけるボランティア団体です。 

【総会】 
全会員で構成される最高議決機関。
予算や活動計画などを決定する。 
年 1 回開催。 

【定例会】 
校長先生、役員、各委員長で構成され
る。活動計画書や結果を報告する。 
年 2 回程度開催。 

※ 各活動の他、主な会議への出席、 

学校行事や PTA 全体事業への 

ご協力をお願いしております。 

¥） 

 

 

 

 

 

北野小学校PTAとは？ 

～令和7年度版～ 

 

 

【合同委員会】 
校長先生、役員、委員、各学年教員
代表で構成される総会に次ぐ議決
機関。年３回開催日。 


